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2019 年度実施計画 



2019年度実施事業

新規 継続 完了・廃止等 統合 基本目標の変更

3 ― 3 3 ― ― ―

16 1 15 16 △ 1 ― ―

5 ― 5 7 △ 2 ― ―

20 ― 20 21 ― ― △ 1

30 4 26 28 △ 2 △ 1 1

74 5 69 75 △ 5 △ 1 ―

【新規】

【完了・廃止・統合等】

区分

対象外

完了

廃止

統合

対象外

対象外

【基本目標の変更】

基本目標５

計

2019年度事業数

ＵＩＪターン人材確保事業

高校生等就職応援事業

基本目標１

基本目標２

基本目標３

基本目標４

４から５へ 保健福祉部健康長寿課

政策開発部雇用政策課

基本目標５

保健福祉部健康長寿課

建設交通部道路維持課

基本目標３

高齢者にやさしい住まいづくり助成事業

ロコモ予防推進事業（健康増進事業）

アイラブロード事業

浸水対策事業

学校教育部総合教育支援センター

建設交通部道路維持課

担当課

担当課

基本目標２ こども部こども支援課

政策開発部雇用政策課

地域子育て支援センター事業

事業名

事業名

2018年度
事業数

見直し状況

基本目標５

保健福祉部保健所地域保健課

保健福祉部保健所地域保健課

保健福祉部保健所地域保健課

保健福祉部保健所地域保健課

担当課

基本目標２

事業名

スクールカウンセラー配置事業

生活習慣病対策事業

食育推進事業

保健所駅前健康相談センター運営事業

特定感染症検査等対策事業
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事業名 事業計画（2019） 担当課

1 男女共同参画推進事業

市民一人ひとりが男女共同参画に対する理解を深めるために学習機会の充実を図
るとともに、啓発活動や情報提供を行い、家庭や学校、地域、職場等において、
市、市民、事業者が一体となって取り組み、「男女共同参画のまち　郡山」の実
現を目指します。

市民部男女共同参画課

2 生涯学習支援事業
生涯学習機会の充実を図るため、市民が技能や知識等を生かした達人先生として
実施する「生涯学習きらめきバンク」や市職員が講師として出向き、市政情報を
伝える「きらめき出前講座」を実施します。

教育総務部生涯学習課

3
地区・地域公民館の定期講座等開
催事業

地区・地域公民館において様々な講座を開催し、市民へ多様な学習機会の提供を
図ります。

教育総務部生涯学習課

4 人権啓発活動推進事業
お互いを認め合い、すべての市民の人権が尊重され、守られる社会づくりを推進
するため、人権擁護思想の普及を目指します。

市民部男女共同参画課

5 多文化共生推進事業
国際化及びユニバーサルデザインの推進から、外国人住民等の利便性の向上を図
るとともに、観光誘客及び交流人口の増加を図るため、情報媒体の多言語化のほ
か、外国人住民等とのコミュニケーション能力の向上を推進します。

文化スポーツ部国際政策課

6 グローバル人材育成事業
世界で活躍できるグローバル人材育成の環境づくりを推進し、子どもたちの英語
力の向上や将来的な留学への意識を醸成するため、海外派遣や本市ゆかりの国際
人を顕彰することにより、国際理解と見識を深めます。

文化スポーツ部国際政策課

7 生活困窮者自立支援事業
生活困窮者等、様々な悩みを抱えている方の自立の促進を図るため、関係機関と
連携して支援を行います。
　○就労準備支援事業（就労に向けた日常・社会的自立のための訓練）

保健福祉部保健福祉総務課

8
放課後児童健全育成事業（放課後
児童クラブ）

放課後、就労等により保護者のいない児童に対し、適切な遊び及び生活の場を提
供して児童の健全育成を推進し、また、国の子ども・子育て支援新制度へ対応し
ながら、放課後児童クラブの運営を推進します。
　○放課後児童クラブの新設：１校、増設：３校（平成31年度）
　○放課後児童クラブの開設基準を満たす小学校への整備

こども部こども未来課

9 地域子ども教室事業

地域の参画を得ながら、子どもたちに、勉強・スポーツ・文化活動等の場を提供
し、放課後の児童の安全で健やかな居場所づくりに取り組みます。
  ○地域子ども教室の新設：３校（平成31年度）
　○放課後児童クラブの開設基準を満たさない小学校への整備

こども部こども未来課

10 ファミリーサポートセンター事業
地域における子育てサポート体制の整備を図るため、地域のネットワークの充実
を図りながら取り組み、会員同士の相互援助活動を進めます。

こども部こども支援課

11 養育支援訪問事業

出産後６か月以内の家庭における母親の育児や家事の負担を軽減し、心身の健康
と安心して子育てできる環境整備を図るため、ホームヘルパーの派遣を行うほ
か、育児支援が必要な家庭に助産師や保健師等を派遣し、育児不安の解消、助
言・指導を行います。

こども部こども支援課

12 母子自立支援事業

母子家庭等の母親等の自立を促進するため、就業相談やハローワークと連携した
就業活動支援を行うとともに、求職活動の促進及び就業に必要な知識、技能習得
を容易にするため給付金を支給します。また、平成31年度から母子・父子福祉セ
ンターのこども総合支援センター（ニコニコこども館）への統合による機能強化
及び母子生活支援施設ひまわり荘の施設休止になることから、母子生活の支援強
化を図ります。

こども部こども支援課

13 母子保健推進活動事業
安心して子どもを生み、育てることができる環境をつくるため、育児不安を軽減
するための教室の開催やマタニティストラップの配布、子育て支援アプリ事業等
を実施します。

こども部こども支援課

14
幼稚園・保育所等保育料無料化・
軽減等事業

少子化対策や育児条件の改善につなげるため、第一子児童に係る保育料の無料
化・軽減等を実施します。また、2019年10月に予定されている国の「幼児教育無
償化」の施行に伴い、対象者を拡大して実施します。
　○無償化の対象：保育の必要性の認定を受けた３歳以上の児童及び住民税非課
税世帯の０～２歳までの児童

こども部こども育成課

15
多子世帯保育料軽減事業（認可外
保育施設）

多子世帯の経済的負担の軽減を図るため、１８歳未満の児童が２人以上いる世帯
の第２子以降を対象に、認可外保育施設の保育料の一部を助成します。

こども部こども育成課

16 私立幼稚園就園奨励費補助事業
幼児教育の振興と保護者の負担軽減を目的に、保護者に対し入園料・保育料の一
部を補助します。なお、2019年10月に予定されている国の「幼児教育無償化」の
施行に伴い、2019年度で廃止となります。

こども部こども育成課

17 公園トイレ整備事業
老朽化したトイレのユニバーサルデザイン化を進め、施設利用者の利便性の向上
を図ります。
○大島中央公園　　○池田公園　　○深田公園　　○台新公園

都市整備部公園緑地課

18 いじめ防止等啓発事業
「郡山市いじめ防止基本方針」に基づき、いじめ防止リーフレットを活用するな
どして、児童生徒の人権意識を高め、いじめのない環境づくりを推進します。

学校教育部学校教育推進課

◆基本目標１　男女平等を基本とした男女共同参画社会の実現

◆基本目標２　すべての市民が人権を尊重される環境づくり

1



第三次こおりやま男女共同参画プラン_2019年度実施計画

事業名 事業計画（2019） 担当課

19 新規 スクールカウンセラー配置事業

いじめや不登校等の課題や児童生徒の悩み等の解決のため、スクールカウンセ
ラー及びスクールソーシャルワーカー、スーパーバイザーを配置するとともに、
専門性を高めるための研修を行います。スクールカウンセラーの配置について
は、学校規模や現場のニーズ等に応じて、担当する学校や１日の勤務時間等の見
直しを図ります。

学校教育部総合教育支援センター

20 人材育成推進事業

職員の能力開発を効果的に推進するため、各種研修及び地方公務員法に基づく人
事評価制度の実施等により、人材育成やコミュニケーションを重視した職場環境
の構築に努めます。また、女性職員の活躍推進を人材育成の観点から支援するた
め、各種研修等を積極的に実施するほか、こおりやま広域圏の職員も対象とした
意識改革講演会を開催します。

総務部人事課

21
大学生等インターンシップ推進事
業

郡山市の企業と学生等の「出会い」の創出を支援し、高い職業意識や勤労観の醸
成を通して学生等の職場定着の促進を図るため、県外からのインターンシップ参
加者に交通費などの助成を行います。

政策開発部雇用政策課

22 女性活躍推進事業
あらゆる分野において女性が活躍できる社会の実現に向けた取り組みを行いま
す。
　○政治まるっと体験会

市民部男女共同参画課

23 創業支援事業
郡山市創業支援等事業計画に基づく創業支援等事業により創業者を育成するとと
もに、新たな事業展開に取り組む中小企業者を支援します。
　○社会起業家加速化支援プログラム

産業観光部産業政策課

24 人材育成事業
商工業団体等が行う研修会や中小企業大学校等における研修の支援など、中小企
業の活性化や資質の向上を図ります。

産業観光部産業政策課

25 多様な働き方支援事業

フリーター及びニートと呼ばれる若年無業者や、高齢化・複雑化する59歳までの
就労困難者の社会参加と生活基盤の安定を図るため、個人の意欲に応じた働き方
ができるよう切れ目のない支援を実施します。
　○若年無業者や59歳までの就労困難者の相談窓口の設置
　○キャリア面談、就職準備講座、就労体験等の実施
　○ひきこもりや生活困窮者等の事業を実施する関係機関との意見交換会の実施

政策開発部雇用政策課

26 育パパサポート奨励事業
男性従業員の育児休業を奨励するため、国が企業へ助成した場合、従業員に対し
て奨励金を支給します。

政策開発部雇用政策課

27 労働情報発信事業
各事業所や労働者、市内企業への就職希望者に対して、労働に関するさまざまな
情報を発信し、労働環境の改善を図り、市内企業への就職・定着を図ります。

政策開発部雇用政策課

28 協働のまちづくり推進事業

「第二次郡山市協働推進基本計画」に基づき、協働のまちづくりに関する施策を
総合的かつ計画的に推進するとともに、ＮＰＯ法人等の活動を推進するための支
援を行います。また、市民公益活動を応援するため、市民活動サポートセンター
を運営します。

市民部市民・ＮＰＯ活動推進課

29
生活支援体制整備事業【介護保
険】

高齢者が住み慣れた地域で安心して在宅生活を継続していくために必要な多様な
生活支援・介護予防サービスを整備します。
　○地域ごとの第２層協議体を20地区程度拡大、生活支援コーディネーターを３
名増員

保健福祉部地域包括ケア推進課

30
介護予防・生活支援サービス事業
【介護保険】

 地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実する
ことで、地域の支え合い体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効
率的な支援等を可能とします。

保健福祉部地域包括ケア推進課

31 一般介護予防事業【介護保険】

高齢者自らがより介護予防に関心をもてるよう、親しみやすく継続して取り組め
るような運動を広く周知するとともに、高齢者を年齢や心身の状況等によって分
け隔てることなく、住民主体の通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じ
て、参加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進します。

保健福祉部地域包括ケア推進課

32 包括的支援事業【介護保険】
介護予防の推進と地域包括ケアの推進を図るため、直営の基幹型地域包括支援セ
ンター及び委託による地域包括支援センターを設置し、高齢者への総合相談や介
護予防ケアマネジメント等を行います。

保健福祉部地域包括ケア推進課

33
高齢者日常生活支援事業【介護保
険】※一般会計分も含む

高齢者が住み慣れた地域で安心して在宅生活を継続するため、日常生活の支援を
行います。

保健福祉部地域包括ケア推進課

34 いきいきデイクラブ事業
在宅高齢者の介護予防や閉じこもり防止、社会的孤立感の解消を図るため、地域
交流センターなどで趣味や創作活動を行います。

保健福祉部地域包括ケア推進課

35
老人福祉施設等整備補助事業(特
別養護老人ホーム等建設)

高齢者が地域において生きいきと安心して暮らせるよう、老人福祉施設等の整備
に要する費用の補助を行います。

保健福祉部介護保険課

36
地域密着型サービス拠点整備補助
事業

地域における高齢者支援のためのサービスの拠点となる小規模多機能型居宅介護
事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所等の整備に要する費用の補助
を行います。

保健福祉部介護保険課

37 一時的保育事業
急な用事や短期就労など、子育て家庭の様々なニーズに合せて、保育所及びニコ
ニコこども館、幼稚園等における一時預かりの保育を充実します。
　○幼稚園における２歳児預かりの実施

こども部こども育成課

◆基本目標３　あらゆる分野における女性の活躍の促進

◆基本目標４　仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進

2
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事業名 事業計画（2019） 担当課

38 病児・病後児保育事業
就労環境の整備と保護者負担の軽減を図るため、病気中で保育所等に通所できな
い小学校６年生までの児童の一時預りを実施します。
　○施設整備への補助制度の導入

こども部こども育成課

39 延長保育事業
就労形態の多様化により、保育標準時間認定（11時間）又は保育短時間認定（８
時間）を超える就労に対応する延長保育サービスを実施します。

こども部こども育成課

40 私立保育園運営費補助事業
認可外保育施設に入所している乳幼児の良好な保育環境を確保するため、特定非
営利活動法人郡山市私立保育園連絡協議会に対して助成を行います。

こども部こども育成課

41 特定教育・保育施設等補助事業
認定こども園、保育所等の研修費等の一部を補助（市単独）することにより、安
定した保育所の運営を図ります。

こども部こども育成課

42 保育所地域ふれあい事業
地域住民との交流や地域文化の伝承活動等をとおして地域に開かれた保育所運営
を図ります。

こども部こども育成課

43 地域のびのび子育て支援事業

少子化・核家族化等で孤立しがちな親子の居場所づくりと子育ての不安解消を図
るための情報提供を行うとともに、子育てサポーターの養成を行います。また、
中央公民館託児室を始め、各公民館のスペースを子育て中の親子に開放すること
により、地域住民とのふれあいの場を提供します。

教育総務部中央公民館

44 子ども読書活動推進事業

子どもの健やかな成長を図るため、第三次郡山市子ども読書活動推進計画に基づ
き、年齢別おはなし会や「おすすめする本」の作成等を実施します。
また、2020年度からスタートする第四次郡山市子ども読書活動推進計画を策定し
ます。

教育総務部中央図書館

45 地域防災充実事業
災害から市民の生命、身体及び財産を守るため、防災会議を開催するとともに、
防災計画の見直しや各種防災啓発事業を行います。

総務部防災危機管理課

46 市民相談事業
生活上のさまざまな相談に応じ、問題の解決に向けて適切な情報提供及び助言を
行うことで、市民生活の安定を図ります。

市民部市民・ＮＰＯ活動推進課

47 セーフコミュニティ推進事業

セーフコミュニティを中心的概念とした協働による安全で安心なまちづくりを推
進します。
また、庁内の推進体制の充実を図り、全庁横断的なセーフコミｭニティ活動を推進
します。
さらに、各地区、地域でのセーフコミュニティ活動の体制を構築し、全市的な取
り組みを行います。

市民部セーフコミュニティ課

48
健康づくりのためのスポーツ・レ
クリエーション啓発事業

子どもから高齢者まで多くの市民が実践できる身近な健康づくりとして、気軽に
できるスポーツ・レクリエーションを日常生活の中に取り入れられるよう、運動
習慣を市民に勧めていきます。

文化スポーツ部スポーツ振興課

49 公衆便所整備事業
公衆便所を清潔で快適に利用できるよう、老朽化した施設の建替えや改修を行い
ます。

生活環境部３Ｒ推進課

50 除去土壌等搬出事業 除染により発生した除去土壌等について、保管場所からの運び出しを進めます。 生活環境部原子力災害総合対策課

51 線量計貸与事業
町内会及び市民に空間線量計等を貸し出すなど、放射線からの不安解消や健康管
理を行います。

生活環境部原子力災害総合対
策課
（保健福祉部保健所放射線健
康管理課）

52 放射線量等見える化事業
汚染状況重点調査地域の指定解除に向けた放射線量の継続的なモニタリングを実
施するとともに、きめ細やかな情報の提供を行います。

生活環境部原子力災害総合対策課

53
高齢者の生きがいと健康づくり事
業

高齢者が趣味やスポーツを通じて豊かな生活を創造できるよう、高齢者スポーツ
大会や作品展を開催するとともに、全国健康福祉祭（ねんりんピック）出場者に
対し激励金を交付します。
また、市ウェブサイトにおいて地域で活躍する高齢者の紹介や、健康づくりに役
立つ情報を発信します。

保健福祉部健康長寿課

54 高齢者健康長寿サポート事業
高齢者の社会参加の促進や健康の保持・増進、閉じこもり解消等の推進のため、
70 歳以上の方には、はり・きゅう・マッサージ、温泉、75 歳以上の方には併せ
て路線バスやタクシーにも利用することのできる共通利用券を交付します。

保健福祉部健康長寿課

55 長寿社会対策推進事業

年齢に捉われず地域において活躍できる高齢者を養成するとともに、高齢者自身
の社会参加を促すことで健康寿命の延伸に向けた取組を推進します。また、今後
ますます進展する高齢社会において、全ての世代が自身の担うべき役割を考える
場を提供します。

保健福祉部健康長寿課

56
高齢者にやさしい住まいづくり助
成事業

介護保険の要介護認定を受けていない高齢者が、転倒等により要介護状態になる
ことを防止するため、自宅への手すりの取り付けや段差解消等の軽易な住宅改修
費用の一部を助成し、セーフコミュニティの推進を図ります。

保健福祉部健康長寿課

57 新規 生活習慣病対策事業

生活習慣病を予防するため、適正な食習慣や運動の推進、受動喫煙防止対策等を
行います。継続して食生活実態調査を実施するとともに、運動習慣の定着を推進
するため、健康ポイント事業を実施し、健康寿命の延伸を図ります。

保健福祉部保健所地域保健課

58 新規 食育推進事業
市民が「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践
できるよう、市民へ食育の周知啓発を図るとともに、関係団体等と連携し食育を
推進します。

保健福祉部保健所地域保健課

◆基本目標５　安全・安心な暮らしの実現
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事業名 事業計画（2019） 担当課

59 健康増進事業

市民の健康の保持増進を図るため、健康増進法に基づく健康教育、相談等を実施
し、生涯にわたる健康づくりを支援します。さらに、がん予防のために周知啓発
を充実させるとともに、早期発見を目的に各種がん検診の受診率の向上を図りま
す。

保健福祉部保健所地域保健課

60 精神保健福祉事業
こころの健康の保持増進や精神疾患の早期発見・治療、正しい知識の普及啓発を
図るため、健康相談や講演会を行います。

保健福祉部保健所地域保健課

61 新規
保健所駅前健康相談センター運営
事業

市民の健康増進を図るため、ビッグアイ７階の郡山駅前健康相談センターで健康
相談や保健指導、エイズ相談やＨＩＶ・梅毒抗体検査を行います。

保健福祉部保健所地域保健課

62 新規 特定感染症検査等対策事業
性感染症のまん延防止を図るため、正しい知識の普及啓発活動やＨＩＶ・梅毒抗
体検査、健康相談等を行います。また、胎児の先天性風しん症候群の発症を防止
する風しんワクチンの接種を効果的に行うため、抗体検査を実施します。

保健福祉部保健所地域保健課

63 自殺対策推進事業
自殺防止を図るため、自殺対策に携わる人材の育成や自殺予防に関する知識の普
及啓発、相談体制の強化、うつ病家族教室等のほか、生きることの包括的支援に
係る事業を継続し行います。

保健福祉部保健所地域保健課

64 内部被ばく検査事業
原発事故に伴う放射線の人体への健康影響を測定し、市民の長期的な健康管理を
図るため、ホールボディカウンターによる内部被ばく検査を実施します。

保健福祉部保健所放射線健康管理課

65 自家消費野菜等放射能検査事業
原発事故後の食品の安全確保及び食品に対する不安を解消するため、市民が持ち
込む食品等に含まれる放射能検査を実施します。

保健福祉部保健所放射線健康管理課

66 個人積算線量測定事業
中学生以下の子どものうち希望者に対し個人積算線量計を貸し出し、積算線量を
確認することにより、子どもの健康管理に努めるとともに、保護者等の不安解消
を図ります。

こども部こども未来課・こども支援
課・こども育成課
学校教育部学校管理課

67 児童虐待防止啓発事業
児童虐待の未然防止及び早期発見、早期対応を推進するために、啓発活動等を進
めます。

こども部こども支援課

68 母子健康教育事業
児童、生徒が生命の大切さを実感できるよう、発達段階に応じた思春期保健講座
を開催します。

こども部こども支援課

69 保育所等給食放射性物質測定事業
放射性物質測定器を導入した認可外保育施設などを含む保育所等において、調理
済み給食及び食材の放射性物質検査を実施することにより、児童の内部被ばく防
止や保護者等の不安解消に努めます。

こども部こども育成課

70 交通安全施設整備事業
市民が安心して暮らせる生活環境の実現のため、交通安全施設（カーブミラー
等）の整備を実施します。

建設交通部道路維持課

71 通学路安全対策事業
登下校中の児童を巻き込む、悲惨な交通事故が全国で多発したことを受け、対策
工事等により通学路における安全対策の継続的な強化を図ります。

建設交通部道路維持課

72 通学路放射線量マップ作成事業
通学路放射線量マップの作成・公開により、児童・生徒や保護者の不安解消に努
めます。

学校教育部学校管理課

73 小中学校給食放射性物質測定事業
共同調理場及び自校給食校全てに放射線測定器を導入し、学校給食の放射性物質
検査を行うことにより、児童・生徒の内部被ばく防止や保護者の不安解消に努め
ます。

学校教育部学校管理課

74 放射線教育サポート事業
放射線教育を推進するため、授業に活用できる指導資料の作成を行うとともに、
児童生徒、教職員、保護者を対象とした放射線セミナーを関係機関と連携し、各
学校の希望により実施します。

 学校教育部教育研修センター

4


